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２

学
校
運
営
協
議
会
の
委
員
は
、
当
該
指
定
学
校
の
所

在
す
る
地
域
の
住
民
、
当
該
指
定
学
校
に
在
籍
す
る
生

徒
、
児
童
又
は
幼
児
の
保
護
者
そ
の
他
教
育
委
員
会
が

必
要
と
認
め
る
者
に
つ
い
て
、
教
育
委
員
会
が
任
命
す

る
。

３

指
定
学
校
の
校
長
は
、
当
該
指
定
学
校
の
運
営
に
関

し
て
、
教
育
課
程
の
編
成
そ
の
他
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
事
項
に
つ
い
て
基
本
的
な
方
針
を
作
成
し
、
当

該
指
定
学
校
の
学
校
運
営
協
議
会
の
承
認
を
得
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

学
校
運
営
協
議
会
は
、
当
該
指
定
学
校
の
運
営
に
関

す
る
事
項
（
次
項
に
規
定
す
る
事
項
を
除
く
。）に
つ
い

て
、
教
育
委
員
会
又
は
校
長
に
対
し
て
、
意
見
を
述
べ

る
こ
と
が
で
き
る
。

５

学
校
運
営
協
議
会
は
、
当
該
指
定
学
校
の
職
員
の
採

用
そ
の
他
の
任
用
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
当
該
職

員
の
任
命
権
者
に
対
し
て
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
職
員
が
県
費
負
担
教

職
員
（
第
五
十
五
条
第
一
項
、
第
五
十
八
条
第
一
項
又

は
第
六
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
委
員
会

が
そ
の
任
用
に
関
す
る
事
務
を
行
う
職
員
を
除
く
。
第

九
項
に
お
い
て
同
じ
。）で
あ
る
と
き
は
、
市
町
村
委
員

会
を
経
由
す
る
も
の
と
す
る
。

６

指
定
学
校
の
職
員
の
任
命
権
者
は
、
当
該
職
員
の
任

用
に
当
た
つ
て
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
述
べ
ら
れ
た

意
見
を
尊
重
す
る
も
の
と
す
る
。

７

教
育
委
員
会
は
、
学
校
運
営
協
議
会
の
運
営
が
著
し

く
適
正
を
欠
く
こ
と
に
よ
り
、
当
該
指
定
学
校
の
運
営

に
現
に
著
し
い
支
障
が
生
じ
、
又
は
生
ず
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
指
定
を

取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

四

営
利
を
目
的
と
し
て
、
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規

定
に
よ
り
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行

為
と
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者

第
百
二
十
一
条
中
「
又
は
百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
百

万
円
」
に
、「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す

る
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
一
条
の
二
中
「
又
は
百
万
円
」
を
「
若
し
く

は
百
万
円
」
に
、「
処
す
る
」
を
「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併

科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
こ
の
法
律
の
施
行

地
外
」
を
「
国
外
」
に
改
め
る
。

第
百
二
十
二
条
中
「
三
十
万
円
」
を
「
五
十
万
円
」
に

改
め
る
。

第
百
二
十
三
条
第
一
項
中
「
及
び
」
の
下
に
「
第
四
号

並
び
に
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
四
条
第
一
項
第
一
号
中
「
一
億
円
」
を
「
一

億
五
千
万
円
」
に
改
め
る
。

附
則
第
四
条
の
二
を
削
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
一
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
輸
入
等
に
つ
い
て
の
経
過
措

置
）

第
二
条

改
正
後
の
著
作
権
法
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規

定
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
輸
入
さ
れ
、
こ
の
法
律

の
施
行
の
際
現
に
頒
布
の
目
的
を
も
っ
て
所
持
さ
れ
て

い
る
同
項
に
規
定
す
る
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー

ド
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

第
三
条

改
正
後
の
著
作
権
法
第
百
十
三
条
第
五
項
に
規

定
す
る
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
で
あ
っ
て
こ

の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
発
行
さ
れ
て
い
る
も
の
に
対

す
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
た
だ
し

書
中
「
国
内
に
お
い
て
最
初
に
発
行
さ
れ
た
日
」
と
あ

る
の
は
「
当
該
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
が
著

作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律

第
九
十
二
号
）
の
施
行
の
際
現
に
発
行
さ
れ
て
い
る
も

の
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
施
行
の
日
」
と
、「
経

過
し
た
」
と
あ
る
の
は
「
経
過
し
た
後
、
当
該
」
と
す

る
。

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

御

名

御

璽

平
成
十
六
年
六
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

細
田

博
之

法
律
第
九
十
一
号

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
節

市
町
村
立
学
校
の
教
職
員
（
第
三

十
七
条
e

第
四
十
七
条
の
四
）」を
「
第
二
節

市
町
村
立

第
三
節

学
校
運
営

学
校
の
教
職
員
（
第
三
十
七
条
e

第
四
十
七
条
の
四
）

協
議
会
（
第
四
十
七
条
の
五
）

」に

改
め
る
。

第
四
条
第
四
項
中
「
未
成
年
後
見
人
を
い
う
」
の
下
に

「
。
第
四
十
七
条
の
五
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え

る
。第

四
章
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節

学
校
運
営
協
議
会

第
四
十
七
条
の
五

教
育
委
員
会
は
、
教
育
委
員
会
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校

の
う
ち
そ
の
指
定
す
る
学
校
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
指
定
学
校
」
と
い
う
。）の
運
営
に
関
し
て
協
議
す
る

機
関
と
し
て
、
当
該
指
定
学
校
ご
と
に
、
学
校
運
営
協

議
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

８

指
定
学
校
の
指
定
及
び
指
定
の
取
消
し
の
手
続
、
指

定
の
期
間
、
学
校
運
営
協
議
会
の
委
員
の
任
免
の
手
続

及
び
任
期
、
学
校
運
営
協
議
会
の
議
事
の
手
続
そ
の
他

学
校
運
営
協
議
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い

て
は
、
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
。

９

市
町
村
委
員
会
は
、
そ
の
所
管
に
属
す
る
学
校
（
そ

の
職
員
の
う
ち
に
県
費
負
担
教
職
員
で
あ
る
者
を
含
む

も
の
に
限
る
。）に
つ
い
て
第
一
項
の
指
定
を
行
お
う
と

す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
委
員
会
に
協

議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過

し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。文

部
科
学
大
臣

河
村

建
夫

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

細
田

博
之

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

５

国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
商
業

用
レ
コ
ー
ド
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
国
内
頒
布
目

的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と
い
う
。）を
自
ら
発
行
し
、
又

は
他
の
者
に
発
行
さ
せ
て
い
る
著
作
権
者
又
は
著
作
隣

接
権
者
が
、
当
該
国
内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と

同
一
の
商
業
用
レ
コ
ー
ド
で
あ
つ
て
、
専
ら
国
外
に
お

い
て
頒
布
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
」
と

い
う
。）を
国
外
に
お
い
て
自
ら
発
行
し
、
又
は
他
の
者

に
発
行
さ
せ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
情
を
知
つ
て
、

当
該
国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
国
内
に
お
い

て
頒
布
す
る
目
的
を
も
つ
て
輸
入
す
る
行
為
又
は
当
該

国
外
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
国
内
に
お
い
て
頒

布
し
、
若
し
く
は
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
目
的
を
も

つ
て
所
持
す
る
行
為
は
、
当
該
国
外
頒
布
目
的
商
業
用

レ
コ
ー
ド
が
国
内
で
頒
布
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
当
該
国

内
頒
布
目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
の
発
行
に
よ
り
当
該
著

作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
の
得
る
こ
と
が
見
込
ま
れ

る
利
益
が
不
当
に
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
限

り
、
そ
れ
ら
の
著
作
権
又
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る

行
為
と
み
な
す
。
た
だ
し
、
国
内
に
お
い
て
最
初
に
発

行
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
年
を
超
え
な
い
範
囲
内

に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
期
間
を
経
過
し
た
国
内
頒
布

目
的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
と
同
一
の
国
外
頒
布
目
的
商
業

用
レ
コ
ー
ド
を
輸
入
す
る
行
為
又
は
当
該
国
外
頒
布
目

的
商
業
用
レ
コ
ー
ド
を
国
内
に
お
い
て
頒
布
し
、
若
し

く
は
国
内
に
お
い
て
頒
布
す
る
目
的
を
も
つ
て
所
持
す

る
行
為
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
百
十
九
条
中
「
三
年
」
を
「
五
年
」
に
、「
又
は
三
百

万
円
」
を
「
若
し
く
は
五
百
万
円
」
に
、「
処
す
る
」を「
処

し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中

「
又
は
第
百
十
三
条
第
三
項
」
を
「
、
第
百
十
三
条
第
三

項
」
に
改
め
、「
み
な
さ
れ
る
行
為
を
行
つ
た
者
」
の
下
に

「
又
は
第
百
十
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
著
作
権
若
し

く
は
著
作
隣
接
権
を
侵
害
す
る
行
為
と
み
な
さ
れ
る
行
為

を
行
つ
た
者
」
を
加
え
る
。

第
百
二
十
条
中
「
三
百
万
円
」
を
「
五
百
万
円
」
に
改

め
る
。

第
百
二
十
条
の
二
中
「
一
年
」
を
「
三
年
」
に
、「
又
は

百
万
円
」
を
「
若
し
く
は
三
百
万
円
」
に
、「
処
す
る
」
を

「
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
」
に
改
め
、
同
条
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。御

名

御

璽

平
成
十
六
年
六
月
九
日

内
閣
総
理
大
臣
臨
時
代
理

国
務
大
臣

細
田

博
之

法
律
第
九
十
二
号

著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

著
作
権
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
三

国
外

こ
の
法
律
の
施
行
地
外
の
地
域
を
い

う
。

第
六
条
第
二
号
、
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
第
四
号
、

第
九
十
五
条
の
二
第
三
項
第
三
号
及
び
第
九
十
七
条
の
二

第
二
項
第
三
号
中
「
こ
の
法
律
の
施
行
地
外
」
を「
国
外
」

に
改
め
る
。

第
百
十
三
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次

に
次
の
一
項
を
加
え
る
。
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